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→ ←

← 利用申込書提出依頼
提出がない場合はキャ ン セルと なり ま す。

→ → ④｢利用申込書｣受理

← ⑤「 利用承認書」 発行
← ⑥「 請求書」 発行

    （ 会場利用料 全額前納制）

→

→

→
　 　 (利用開始日の10日前までに )

→

← ⑪原状復帰状況の確認

← ⑫精算金請求書発行

（ 電気・ 水道・ ガス ・ 冷暖房

　 設備及び備品･駐車場利用料･
　 申込時間外利用料等)

→

⑧関係機関への届出

キ
ャ

ン
セ
ル
料
対
象
期
間

　 　 (請求日よ り 30日以内)

⑦関係書類の提出・打合せ

⑬精算金の支払い

⑩設営・開催・撤去・清掃

　 　 (消防署・ 警察署・ 保健所等)

(原状復帰)

■予約受付時間　 ９ :０ ０ ～１ ７ :０ ０ （ 12/29～1/3の休館日を除く ）

詳細は　 （ ０ ８ ９ ） ９ ５ ３ ｰ０ １ ３ ０   　 迄お問い合わせ下さ い。

①「 予約確認書」 発行

　 　 (会議室・ 控室での展示会利用はでき ません )

●展示場控室　　　 １ヵ月前から

●大・小・屋外展示場
     F   A  Z   プ  ラ   ザ

 ３年前から

⑨会場利用料の支払い

　 　 (指定期日までに )

期限までに ｢利用申込書｣を 提出し て下さ い。

↓
③｢利用申込書｣の提出

電話・ 来社・ E-MAIL・ FAXに てご照会 ●会議室　　　　　　 １年前から

②「予約確認書」返信

ご予約から終了までの流れ

アイテムえひめ利用者

予 約 受 付

利用計画打合

終 了

開 　　　催

精算金納入

会場利用料納入

利 用 申 込

予約状況照会

(申込書提出期限P.1参照）
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■申 込 先 愛媛エフ ･エー･ゼッ ト株式会社 

〒791-8057  愛媛県松山市大可賀二丁目1番28号 

TEL (089) 953 ͂ 0130   FAX (089) 951 - 2955 

■受付時期    予約の受付時期は、原則と して以下のと おり です。  

          受  付  時  期 備     考 

大 展 示 場 

小 展 示 場 

屋外
F A Z

展示場
プ ラ ザ

 

利用開始日の３ 年前 

月初（ １ 日） から  
分割利用可能 

会 議 室 
利用開始日の１ 年前 

月初（ １ 日） から  

展示場と 併催の場合は展示場の受付時

期にご予約できます。  

会議室での展示会利用はできません。  

展示場控室 利用開始日の１ カ月前から  控室での展示会利用はできません。  

           

■受付時間    9:00～17:00 
          但し、 休館日(12/29～1/3)を除きます。  

 

■予約受付          ●お電話等で会場の空き状況等を確認致します。  
                ●御予約を頂いた段階で、担当者より 「 予約確認書」 をＦ Ａ Ｘ 致しますので、内容に間違え

がなければ、押印の上ご返信下さい。  

                ●御予約は原則、先着順と しますが、同日（ 月初１日） の御予約の場合は利用規模(利用面積

X 日数)が大きい御予約を優先致します。  
                          ●月初(１ 日)に同会場で同日開催の御予約が重複した場合は、 翌日(２日)に抽選を行います。  

抽選方法 

○御予約を頂いた翌日(２日)10:00 より 当館にて抽選を行います。  

申込者･代理人の方は、 お時間までにご来館下さい。  

                          ※ご来館できない場合は、 イベント担当者が代理で行います。  

○当選者は、 その場で予約確認書に署名又は押印頂きます。  

 

■申込方法       ●利用が確定してから「 アイテムえひめ利用申込書」(以下｢申込書｣と いう )を提出して下さい。 

なお、初回御利用時には、会社概要を添付して下さい。 

●電話等による仮予約の場合は、 表１ の『 申込書提出期限』 までに｢申込書｣を提出して下さ

い。期日までに提出がない場合は予約取消と致します。なお、仮予約の場合他のお客様か

らの引合いがあれば、 その時点で予約を確定頂く こ と もあり ます。  

表１■ 申込書提出期限 ■ 

会 場 予約日 申込書提出期限 

利用開始日の３年前～１年前の前日 利用開始日の６ ヵ 月前の前日まで 

利用開始日の１年前～４ ヶ月前の前日 利用開始日の３ ヵ 月前の前日まで 

利用開始日の４ ヵ 月前～１ ヶ月前の前日 予約日から２週間 

大展示場 

小展示場 

屋外
F A Z

展示場
プ ラ ザ

 

利用開始日の１ ヵ 月前～利用当日 予約日から３日間 

会 議 室 利用開始日の１年前～利用当日 利用開始日の１ ヵ 月前まで 

１．利  用  申  込 



2 

●会議室の急な利用申込の場合は、指定する期日までに、「 申込書」 を提出して下さい。  

 

■記載内容       ●｢申込書｣の表面に申込者の情報・ 催事内容を記入し、裏面に利用設備・ 備品・ 冷暖房・ 駐
車場無料ライタ ー(主催者様負担)等の利用予定をご記入下さい。  

詳細はP.20の申込書記入例を参考にして下さい。 

 

■利用承認    ●「 申込書」 の内容を審査のう え、｢アイテムえひめ利用承認書｣(以下｢承認書｣と いう )を発行
します。 なお、 管理運営上必要な範囲内で条件を付すこ と があり ます。  

●｢承認書｣は利用期間中、必ず会場責任者が携帯して下さ い。  
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■利用時間       ●利用時間は、原則と して 9 時から 21 時までの次の 4 時間単位の枠のご利用と なり ます

が、 以下の４運用のみ変則利用ができます。  

なお、準備・ 撤去等に要する時間も利用時間に含まれますので、 ご注意下さい。  

               9:00     13:00      17:00      21:00  

午 前 午 後 夜 間 時 間 

外 全  日 

時 間 

外 

※ 時間外は１時間単位(１時間未満は切上げ)での利用と なり ます。  

 

 

                  運用① 午前・ 午後又は午後から継続し 17:00以降に申込時間より 早く 終了した場合、  

             未使用時間分(1時間単位)の会場利用料は事後精算金で相殺できる範囲で相殺致します。 

9:00      13:00       17:00        21:00(申込) 

午 前 午 後  相殺可能 

                                    19:00(終了)  

 

         運用② 午前のみ又は午後利用の場合、午後又は夜間枠の時間単位の延長ができます。  

9:00      13:00                  

午 前 
延

長 

                          14:00(終了)  

 

         運用③ 午後から利用の場合、 １時間前延長（ 12:00 から ） の利用ができます。  

13:00           17:00 
延

長 午 後 

                                            12:00(開始) 

 

         運用④ 午前・ 午後又は午後から準備で利用し、 引き続き夜間の開催で利用した場合、  

             開催は１時間から利用できます。  

9:00      13:00       17:00  18:00 

午 前 午 後 
開

催 

                                   ¦・ ・ ・ ・ ・ ・ 準 備・ ・ ・ ・ ・ ・ ｜             

 

●利用時間の前後３ ０分以内は無料でご利用できます。  
●申込書の利用時間内に終了するよう 努めて下さい。  

申込書提出後、利用時間の延長が必要と なっ た場合は、事前にご連絡下さい。  

利用期間中に利用時間の延長・ 早期終了が発生した場合は、担当者にご連絡下さい。  

 

■休館日     ●12 月29 日から翌年の 1 月3 日まで。  
展示場利用のご希望があれば臨時に開館致します。  

保守点検等、必要時には臨時に閉館する場合があり ます。    

午 後 
延

長 

２．利用時間･休館日 

原

則

F 

13:00           17:00  

18:00(終了) 
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■会場利用料     ●会場利用料は、全額前納制となっています。必ず指定期日までに指定金融機関へ振込、  
又は当館にて現金で納入して下さ い。 期日までに納入がない場合は利用を取り 消すと と も

に利用料の全額を頂きます。  

●会場利用等の請求書の宛名が｢申込書｣の申込者と 異なる場合は事前にお申し出下さい。  

●振込手数料はお客様負担と なり ます。  

●｢申込書｣提出後に請求書を送付しますので、利用開始10日前までにお支払い下さい。 

ただし、利用開始日の 10日前以後に利用申込みの場合は指定期日までに納入して下さい。 

前納金請求(１回目) 

会場利用料 全額前納 

利用開始日の 10日前までに 

利

用 

精算請求(２回目) 

備品、空調、申込時間外利用料等 

請求日より ３ ０日以内までに 

 

■精算請求      会場の申込時間外利用料、設備、備品、使用した電気、水道、冷暖房の利用料及び駐車場 
利用料、事後清掃等については、使用した実績に基づき請求致します。  

請求日より 30 日以内に納入して下さい。  

 

■割増料金     ●入場料(入場料に類する料金も含む)を徴収する場合は、入場料の最高額の 100 倍を会場 
利用料に追加して頂きます。 ただし、追加する料金が、利用する会場の全日(9:00 

～21:00)の開催料金を超える場合は、 全日開催料金を割増料金と 致します。  

●上記の場合で開催日が 2 日以上の場合は、各開催日につき割増料金がかかり ます。  
 

■開催料金       ●開催でのご利用が開始してから 撤去までの区間は、 準備作業や昼間の区分(午前； 9:00～

13:00・ 午後； 13:00～17:00)に利用がない場合でも、開催料金が適用されます。  

 

■占有料金        ●利用時間は原則４時間単位の枠でのご利用と なり ますが、準備、 撤去でのご利用の際、 昼

間１区分(午前： 9:00～13:00 か午後： 13:00～17:00)でご利用がない場合は１区分(４ 時間)の

占有料金が発生します。 (※占有料金は準備・ 撤去料金が適用されます。 ) 

 

               ＜適用パターン＞ 

 

                9:00       13:00      17:00      21:00 

午前 午後 夜間 

準備 占有料金 料金なし  

                9:00       13:00      17:00      21:00 

午前 午後 夜間 

開催 開催 撤去 

 

 

 

 

 

 

３．利  用  料 
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■キャンセル料    ●展示場のご利用は、利用の安定を図るため、利用承認後に利用辞退（日数・会場規模縮小

も含む）の申出があった場合は、表２のとおり利用料の一部もしくは全部を頂きます。 

             ●ただし、表３に該当する期間に辞退の申出があった場合は対象外となりますので、表３の
期間内に取消・変更等の連絡をして下さい。 

 
                 表２■ キャンセル料 ■  

会 場 利用辞退の申出があっ た日 お支払い頂く料金 

利用開始日の６ ヵ 月前～３ヶ月前の前日 「 利用承認書」 記載利用日時の会場利用料の 20%  

利用開始日の３ ヵ 月前～１ヶ月前の前日 「 利用承認書」 記載利用日時の会場利用料の 50%  

利用開始日の１ ヵ 月前～10日前の前日 「 利用承認書」 記載利用日時の会場利用料の 80%  

大展示場 

小展示場 

屋外
F A Z

展示場
プ ラ ザ

 

利用開始日の 10日前～利用当日 「 利用承認書」 記載日時の会場利用料の 100%  

                  

         表３■ 表２の対象外と なる期間 ■ 

会 場 利用承認日 表２の対象外となる期間 

利用開始日の３年前～１年前の前日 利用開始日の６ ヵ 月前の前日まで 

利用開始日の１年前～４ ヶ月前の前日 利用開始日の３ ヵ 月前の前日まで 

利用開始日の４ ヵ 月前～１ ヶ月前の前日 利用承認日から２週間 

大展示場 

小展示場 

屋外
F A Z

展示場
プ ラ ザ

 

利用開始日の１ ヵ 月前～利用当日 利用承認日から３日間 

 

■料金減免     以下のご利用の場合に限り 利用料の減免を致します。  
          ●会場利用料 

            ○高齢者を支援する団体等が高齢者支援を目的と した催事で展示場を利用する場合 

             ○障害者を支援する団体等が心身障害者支援を目的と した催事で展示場を利用する場合 

             ○小・ 中学校、幼稚園の校長・ 園長が学校教育活動であるこ と を証明した場合において、

当該小学校等の児童等が利用する場合 

利用時間中の料金は全て準備・ 撤去料金（ 開催料金の 30% 割引） と 致します。  

●立体駐車場利用料 

基本利用料金 150円/時間  利用２時間を超えた場合は、以降100円/時間  

                      ○障害者は無料と 致します。（ 障害者手帳を提示下さい。）  

                      ○展示場利用の打ち合わせで来場した場合は無料と 致します。  

 

■料金還付     納入された会場利用料は、以下の場合以外は返金できません。  

●天災等の不可抗力で利用ができない場合（ 返金額： 会場利用料の 100％）  
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利用承認後、利用者(主催者)の都合により 催物の内容、期日、会場等の変更(取消しを含む。 )

を希望される場合は、速やかに｢利用変更申込書｣及び既発行の｢承認書｣を提出して下さ い。 

変更により会場利用料が減額となる場合でも、原則納入済みの利用料は返金いたしません。

返金のケースにつきましては前項｢３．利用料 料金還付｣の項目をご覧下さい。 

 

 

 

 

 
次のいずれかの事項に該当する場合、利用許可の取消し又は利用を制限(利用停止)するこが

あり ます。 この場合、利用者に損害が生じても当社は一切責任を負いません。  

①利用承認の条件に違反したと き。  

②偽り その他不正な手段により 承認を受けたと き。  

③指定期日までに、利用料が納入されていないと き。  

④利用の際、他の利用者及び施設近隣に迷惑を及ぼしたと き、又はその恐れがあると き。  

⑤施設の管理・ 運営に支障があると 認められると き。  

⑥施設社員の指示に従わないと き。  

          ⑦施設及び施設の備品等を滅失し又は損傷したと き。  

          ⑧公の秩序又は善良の風俗を乱す恐れがあると き。  

          ⑨警備・ 整理・ 誘導の係員を配置する等の安全確保の措置を講じないと き。  

          ⑩上記以外でも当社が不適当と 認めた行為をしたと き、 またはその恐れがあると き。  

 

 

 

 

 

 

 

 

４．利 用 変 更 

５．取消と制限(停止) 
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■打合せ・      ●利用開始日の１ ヶ 月前までに、 以下の書類を当社に提出の上、 当社担当者と 打合せ 

 提出書類     を行っ て下さい。  

 
○会場図面(小間レイアウト ･受付の位置･避難通路の確保･出入口サインの位置･大きさ等) 

○電気・ 水道・ ガスの工事図面･工事届及び工事技術者の免許証のコ ピー 

○設備･備品の利用予定(冷暖房･照明･音響映像機器･備品 

駐車場無料ライター(主催者様負担)等)  

○物品の搬入･搬出方法(車両の数･最大重量等) 

○警備計画(交通整理･会場内警備等が必要な場合) 

○音響設備(持込の場合)の調整 (マイク周波数) 

○ゴミ 処理発注の有無 

○関係機関への届出書類の写し  

○その他必要書類 

 

■関係機関へ   催事に応じて、関係諸機関への届出が必要です。 

 の届出等    法令等に定められた届出事項や開催に関して必要な事項について届出及び許認可の申請を  
行っ て下さい。  

 

関  係  機  関 内     容 

松山市西消防署 

 〒791-8061 松山市三津三丁目4-23 

 TEL： 089(951)0894 

・ 火気の使用承認申請等 

・ イ ス席を設置する興行的要素のある

催事等 

松山市保健所 保健福祉部生活衛生課 

 〒790-0813 松山市萱町六丁目30-5 

 TEL： 089(911)1808 

・ 原材料･半加工品から調理する飲食物

の販売 

松山西警察署 

 〒791-8052 松山市須賀町5-36 

 TEL： 089(951)1168 

・ 道路の使用許可 

・ 催事で相当数の来場者が見込まれる

時の連絡等 

松山税務署 

 〒790-0808 松山市若草町4-3 

 TEL： 089(941)9121 

・ 酒類の臨時販売申請等 

ＮＴ Ｔ 愛媛支店 

 〒790-0001 松山市一番町四丁目2 

 TEL： 局番なし  116 番 

・ 臨時電話、情報通信回線の設置等 

 

６．利用計画の打合せ 
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当館の施設利用にあたっ ては、関係法令及びこの｢利用の手引き｣に定められた事項を遵守し、

出展業者、関連業者等に対しても周知徹底して下さ い。  

利用期間中は、出展者、関連業者及び下請業者等の行為でも、すべて利用者の責任になり ま

す。 特にご注意下さい。  

 

■開錠･施錠      ●開錠は、 会場利用責任者立会いのもと 当社社員が行います。 施錠は当社、利用責任者立 
会いのもと 警備員が行います。  

会場利用責任者は、入館・ 退館時に必ず当社事務所へご連絡下さい。  

なお、 ご利用予定時刻を超える場合は、 あらかじめご連絡下さい。  

 

■防犯体制       ●展示品等の管理については、主催者が責任を持っ て行っ て下さい。  
来場者の人身事故及び展示品等の事故(破損･汚損･紛失等)について当社は一切責任を負い

ません。防犯・ 防火・ 事故防止には万全を期し、万一に備え保険等への加入をお勧めしま

す。  

●高価な物品等の展示等については、 会場内に警備員を配備する等、 万全の措置を講じて下

さい。  

●屋外展示場を利用する場合は、 展示品の防犯体制や照明設備、騒音防止等周辺住民への対

策等を十分配慮のう え利用して下さい。  

 

■原状復帰       ●利用終了後は、利用者の責任と 負担において速やかに撤去・ 清掃を行い、原状復帰して 

損害賠償        下さい。  
●展示場床面の事後清掃は必ずご発注頂きますが、床面に貼り 付けたテープをはがし、大き

なゴミ を拾う 等の清掃はお願い致します。控室内の整理整頓をし、備品(机・ 椅子等)は必ず

拭き掃除をし、 原状復帰したあと で所定の場所へ収納してく ださい。 

●原状復帰後は、必ず当社社員の点検を受けて下さい。  

施設内外の建造物、設備、備品等を損傷や紛失したと きには、 直ちに当社へ連絡してく だ

さい。確認の上、相当額を賠償して頂きます。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７．利用者の管理責任 
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■利用範囲       ●利用できる施設は、許可された会場内に限られます。 

●原則としてロビー等の共有スペースは利用できません。 

 

■警   備     施錠後の警備については、監視カメ ラ及び感知器による機械警備のみです。利用期間中に会
場内の警備が必要と 思われる場合は、 あらかじめ、 当社にご相談下さい。  

 

■清掃･        ●利用期間中に発生した施設内外のゴミ は全て撤去して下さい。利用者側でゴミ 処理が困 

ゴミ処理         難な場合は、 あらかじめ当社にご連絡頂ければ、 実費にて承り ます。 なおその際、 ゴミ の 
分別は徹底して下さい。  
●利用期間中は、会場・ 設備(控室等)を常に清潔に保ち、 衛生面に留意して下さい。  

●利用期間中に利用会場の清掃は致しません。必要な場合は実費にて承り ます。 

 

■設備･備品      ●設備・ 備品・ 電気・ 水道・ 冷暖房等を使用する場合は、「 申込書」 に記入し申し込んで下さ
い。なお申し込み後に変更があれば当社担当者と 打合せの際にご相談下さい。 なお、備品

は数量に限り があるため、 ご希望に添えないこ と があり ますのでご了承く ださい。  

           ●会議室の冷暖房・ 机・ イス・ 演台・ 司会者台は会場利用料に含まれているので無料と なり
ます。  

           ●備品等の倉庫から の搬出設営は、利用者で行っ て下さい。  

●設備・ 備品等を利用する場合は善良な管理のもと 責任をもっ て取り 扱い下さい。  

●利用した備品(机・ 椅子等)は、ひも・ テープ等一切のものをはずし、必ず拭き掃除をするな

ど原状復帰した上、所定の倉庫へ整理整頓し返却して下さ い。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．利用上の注意 




